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 4月 1日から「交通反則通告制度」、通称「青切符」が自転車にも導入されます。 
 悪質・危険な違反が青切符の対象となり、検挙後の手続きが大きく変わります。  
 しかし、自転車のルールや交通違反の指導取締りについての考え方は変わりません。 
 
 
 
 

 ●車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

●信号と一時停止の遵守●夜間はライト点灯●飲酒運転は禁止 

●ヘルメットを着用 

 ●１６歳以上 

●運転免許の有無は関係なし 

令和８年２月中の主な取扱い 

●空き巣   １件●ひったくり １件 

●万引き   ８件●自転車盗  ５件 

●部品盗   １件   

●物損事故 ２７件  

●人身事故  ５件 

●落とし物 ８９件 

※数値は取扱件数で、認知 

件数とは異なります。 

契約者が 70歳以上
か、70 歳以上の方
と同居している方 

 


